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野木崎 桑下 111 田 1,000 新規 賃貸借権 水稲

H28年

7月1日

H38年

6月30日

10a当り

米○俵

現物

支払

賃貸借権設定

野木崎 桑下 222 田 2,000 再設定 賃貸借権 水稲

H28年

7月1日

H38年

6月30日

10a当り

米○俵

現物

支払

賃貸借権設定
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1.  各筆明細
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〔第１　利用権設定（経営受託，移転及び転貸を除く）関係〕　　※（Ａ）、（Ｂ）が複数人いる場合は、表面に代表者をご記入の上、裏面（別紙1）に当事者全員についてご記入ください。
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50年以内の期間

で設定する。

お互いに話し合いで決める。

現金でも構わない。

新規の書き方

再設定の書き方

当事者が複数人いる場合は、裏面に

全員を記入する。


